
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

町長あいさつ 

 

 

 

近年、急速な少子化と核家族化の進展、共働き世帯の増加等により、子育てを取り巻く環

境は大きく変化しました。育児負担や精神的な不安感を感じる世帯が増加したことに伴い、

妊娠期から学童期までの切れ目ない支援が求められております。また、ライフスタイルの変

化に伴い多様化する教育・保育ニーズへの対応が必要となっております。 

そのような中、平成２７年４月より「子ども・子育て支援新制度」が施行され、幼稚園と

保育所両方の機能を持つ認定こども園や、０歳～２歳児の受け入れに特化した地域型保育事

業が創設されました。また、保護者のニーズに応じた教育・保育の認定区分が設けられるな

ど、教育保育施設の利用に係る手続や仕組みが大きく変わることになりました。市町村にお

いては地域の子育て支援のニーズを把握し、５年を計画期間とする「子ども・子育て支援事

業計画」の策定が義務付けられました。 

本町におきましても、平成２７年３月に、「北谷町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、

『笑顔がいっぱい、夢ふくらむまち・北谷』を基本理念に施策を推進してまいりましたが、

第１期の計画期間が本年度で終了するに当たり、令和２年度を始期とする「第２期北谷町子

ども・子育て支援事業計画」を策定いたしました。 

第２期計画においても、引き続き地域のニーズに合った教育・保育の環境整備や地域子ど

も・子育て支援事業の推進、子どもの居場所づくりや、保護者支援を行うこととしており、

第１期計画の事業評価と検証の結果や、アンケートによるニーズ調査の結果及び令和元年１

０月よりスタートした幼児教育・保育の無償化の影響等を勘案して策定しております。 

すべての子どもたちが質の高い教育や保育を受けることができ、心豊かに成長できること

と、すべての家庭が安心して子育てができる北谷町をつくりあげていくことを目指した計画

となっております。実現に当たっては、行政はもとより、家庭や学校、事業所、地域等、そ

れぞれの立場においてできる取組や、関係機関の連携が必要となっておりますので皆様のご

理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画策定に当たり、貴重なご意見を賜りました「北谷町子ども・子育て会議」

委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました関係者の皆様、「子ども・子育て支援事業に関す

るニーズ調査」にご協力いただきました町民の皆様に心よりお礼を申し上げるとともに、次

代を担う北谷町の子どもたちの健やかな成長を祈念申し上げ、挨拶といたします。 

 

令和２年３月 

北谷町長 野国 昌春 
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